
第 1.6－2 図 室内試験試料採取位置 

凡 例

● 室内試験試料採取箇所

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第1.6－4図（81） 地質柱状図（T-1孔）（１）
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第1.6－4図（82） 地質柱状図（T-1孔）（２）
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第1.6－4図（83） 地質柱状図（T-1孔）（３）
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第1.6－4図（84） 地質柱状図（T-1孔）（４）
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第1.6－4図（85） 地質柱状図（T-1孔）（５）
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第1.6－4図（86） 地質柱状図（T-1孔）（６）
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第1.6－4図（87） 地質柱状図（T-2孔）（１）
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第1.6－4図（88） 地質柱状図（T-2孔）（２）
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第1.6－4図（89） 地質柱状図（T-2孔）（３）
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第1.6－4図（90） 地質柱状図（T-3孔）（１）
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第1.6－4図（91） 地質柱状図（T-3孔）（２）
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第1.6－4図（92） 地質柱状図（T-3孔）（３）

6－1－123



第1.6－4図（93） 地質柱状図（T-3孔）（４）
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第1.6－4図（94） 地質柱状図（T-3孔）（５）
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第1.6－4図（95） 地質柱状図（T-3孔）（６）
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第1.6－4図（96） 地質柱状図（T-4孔）（１）
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第1.6－4図（97） 地質柱状図（T-4孔）（２）
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第1.6－4図（98） 地質柱状図（T-4孔）（３）
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第1.6－4図（99） 地質柱状図（T-4孔）（４）
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第1.6－4図（100） 地質柱状図（T-4孔）（５）
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第1.6－4図（101） 地質柱状図（T-4孔）（６）
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第1.6－4図（102） 地質柱状図（T-5孔）（１）
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第1.6－4図（103） 地質柱状図（T-5孔）（２）
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第1.6－4図（104） 地質柱状図（T-5孔）（３）
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第1.6－4図（105） 地質柱状図（T-5孔）（４）
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第1.6－4図（106） 地質柱状図（T-5孔）（５）
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第1.6－4図（107） 地質柱状図（T-5孔）（６）
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第1.6－4図（108） 地質柱状図（TT-1孔）（１）

第四系ノンコアボーリング
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第1.6－4図（109） 地質柱状図（TT-1孔）（２）
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第1.6－4図（110） 地質柱状図（TT-1孔）（３）
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第1.6－4図（111） 地質柱状図（TT-1孔）（４）
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第1.6－4図（112） 地質柱状図（TT-1孔（別孔））（１）
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第1.6－4図（113） 地質柱状図（TT-1孔（別孔））（２）
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第1.6－4図（114） 地質柱状図（TT-2孔）（１）

第四系ノンコアボーリング
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第1.6－4図（115） 地質柱状図（TT-2孔）（２）
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第1.6－4図（116） 地質柱状図（TT-2孔）（３）
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第1.6－4図（117） 地質柱状図（TT-2孔）（４）
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第1.6－4図（118） 地質柱状図（TT-2孔（別孔））（１）

6－1－149



第1.6－4図（119） 地質柱状図（TT-2孔（別孔））（２）
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第 1.6－6 図 久米層の上面の標高分布図 

凡  例

久米層上面深度分布コンター線

地質鉛直断面位置

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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せ

ん
。



  
 

6－1－173 

              

第
1
.
7
－

3
3
図

 
周

辺
斜

面
の

す
べ

り
安

全
率

一
覧

表
（

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

一
の

施
設

）
）

 

は
，

営
業

秘
密

又
は

防
護

上
の

観
点

か
ら

公
開

で
き

ま
せ

ん
。



  
 

6－1－174 

    

第
1
.
7
－

3
4
図

 
地

盤
物

性
の

ば
ら

つ
き

を
考

慮
し

た
す

べ
り

安
全

率
（

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

一
の

施
設

）
）

 

 
は

，
営

業
秘

密
又

は
防

護
上

の
観

点
か

ら
公

開
で

き
ま

せ
ん

。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八の一部補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－目－1 

添付書類八 目次を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－目－8 上 5 と 

上 6 の間 

（記載の追加） 別紙 8－目－1 を追加す

る。 

** 8－目－8 上 8 と 

上 9 の間 

（記載の追加） 8. 放射線管理施設

8.1 放射線管理設備 

8.1.2 重大事故等時 

8.1.2.1 概要 

8.1.2.2 設計指針 

** 8－目－

17 

上 2 第1.1.7－1表 主要な重

大事故等対処設備の設備

分類等（29／58） 

第1.1.7－1表 主要な重

大事故等対処設備の設備

分類等  

** 8－目－

18 

上 4 と 

上 5 の間 

（記載の追加） 別紙 8－目－2 を追加す

る。 

** 8－目－

18 

下 1 の後 （記載の追加） 第 10.14.11－2 表 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－目－2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－目－

20 

上 2 と 

上 3 の間 

（記載の追加） 別紙 8－目－3 を追加す

る。 

** 8－目－

21 

下 4 と 

下 3 の間 

（記載の追加） 別紙 8－目－4 を追加す

る。 

** 8－目－

21 

下 2 と 

下 1 の間 

（記載の追加） 第 6.4－6 図 計装設備

（重大事故等対処設備）

系統概要図（6）（パラ

メータ監視時に使用する

設備） 

** 8－目－

22 

上 1 の前 （記載の追加） 別紙 8－目－5 を追加す

る。 

** 8－目－

22 

上 3 と 

上 4 の間 

（記載の追加） 第9.12－21図 重大事故

等の収束に必要となる水

の供給設備の系統概要図

（西側淡水貯水設備を水

源としたフィルタ装置用

スクラビング水の補給）

** 8－目－

23 

下 3 と 

下 2 の間 

（記載の追加） 第10.14.3－2図 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－目－3 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－目－

24 

上 1 の前 第10.14.4－2図 

** 8－目－

24 

上 4 と 

上 5 の間 

（記載の追加） 第10.14.6－2図 

** 8－目－

24 

上 7 と 

上 8 の間 

（記載の追加） 第 10.14.7-2 図 



8－目－4 

別紙 8－目－1 

5.10 終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

5.10.1 概  要 

5.10.2 設計方針 

5.10.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

5.10.2.2 悪影響防止 

5.10.2.3 容 量 等 

5.10.2.4 環境条件等 

5.10.2.5 操作性の確保 

5.10.3 主要設備及び仕様 

5.10.4 試験検査 

9. 原子炉格納施設

9.1 原子炉格納施設 

9.1.1 通常運転時等 

9.1.1.4 主要設備 

9.1.1.4.1 一次格納施設 

9.1.1.4.1.1 原子炉格納容器 



 

8－目－5 

別紙 8－目－2 

第 5.10－1 表   終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様 

第 6.4－1 表    計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様 

第 6.4－2 表      重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故 

等対処設備） 

第 6.4－3 表    代替パラメータによる主要パラメータの推定 

第 8.1－2 表    放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様 

 

  



8－目－6 

別紙 8－目－3 

第 1.1.7－5 図  重大事故等対処設備配置及び保管場所 

第 1.1.13－1 図  特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－2 図  特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－3 図  特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－4 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－5 図  特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－6 図  特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－6 図  特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－7 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－8 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－9 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－10 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図



8－目－7 

第 1.1.13－11 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－12 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－13 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－14 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－15 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－16 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－17 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図

第 1.1.13－18 図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図



 

8－目－8 

別紙 8－目－4 

第 5.10－1 図  終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（1）

（格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱） 

第 5.10－2 図  終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（2）

（耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱） 

第 5.10－3 図  終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（3）

（緊急用海水系による冷却水（海水）の確保） 

第 6.4－1 図   計装設備（重大事故等対処設備）系統概要図（1）（監視機能

喪失時に使用する設備） 

第 6.4－2 図   計装設備（重大事故等対処設備）系統概要図（2）（監視機能

喪失時に使用する設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8－目－9 

別紙 8－目－5 

第 9.7－4 図    原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図 

（格納容器圧力逃がし装置による原子格納容器の減圧及び除 

熱） 

第 9.9－1 図     水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統概要図（1）（可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器 

内の不活性化） 

第 9.9－2 図     水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統概要図（2）（格納容器圧力逃がし装置による原子炉格 

納容器内の水素及び酸素の排出） 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－1 

 

添付書類八 1 章を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－20 

 

 

** 8－1－21 

 

上 12 と

上 13 の

間 

下 5 と 

下 4 の

間 

（記載の追加） 

 

 

（記載の追加） 

 

別紙 8－1－1 を追加す

る。 

 

生 物 学 的 事 象 の う

ち，ネズミ等の小動物

に対して屋外の特定重

大事故等対処施設を構

成する設備は，侵入防

止対策により原子炉建

屋への故意による大型

航空機の衝突その他の

テロリズムに対処する

ために必要な機能が損

なわれるおそれのない

設計とする。 

** 8－1－25 

 

下 4 …による影響，電磁波に

よる影響及び… 

…による影響，電磁的

障害及び… 

** 8－1－32～

** 8－1－37 

 （記載の変更） 別紙 8－1－2 に変更す

る。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－38 の

後 

（記載の追加） 別紙 8－1－3 を追加す

る。 

** 8－1－40～

** 8－1－57 

*8－1－31

** 8－1－59 

下 5～ 

下 4 

上 3 

（記載の変更） 

…設定することを基本と

する。保守的な… 

…に留まる範囲で… 

別紙 8－1－4 に変更す

る。 

…設定する。更に保守

的な… 

…にとどまる範囲で… 

** 8－1－60 上 13 

** 8－1－61 

** 8－1－62 

上 12～

上 13 

上 6 と

上 7 の

間 

…に留まることを… 

(記載の追加) 

…にとどまることを… 

別紙 8－1－5 を追加す

る。

** 8－1－62 下 1 …のとおり適用する。 …のとおり適用する。

ここで，地震力の算定

に当たっては，周辺地

盤 の 液 状 化 を 考 慮 す

る。また，地下水位に

ついては，防潮堤の設

置による敷地の地下水 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－3 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   位上昇の可能性を踏ま

え，地下水位を一定レ

ベル以深に維持する地

下排水設備の機能を考

慮した水位又は地表面

とする。 

** 8－1－68 上 11 …いったん事故が… …一旦事故が… 

** 8－1－69 上 11 …いったん事故が… …一旦事故が… 

** 8－1－70 下 5～ 

下 4 

…いったん事故が… …一旦事故が… 

** 8－1－71 上 2 …いったん事故が… …一旦事故が… 

** 8－1－71 

** 8－1－72 

上 5 

上 3 

…いったん事故が… 

…いったん事故が… 

…一旦事故が… 

…一旦事故が… 

** 8－1－72 上 5～ 

上 6 

…いったん事故が… …一旦事故が… 

** 8－1－80～

** 8－1－84 

 （記載の変更） 別紙 8－1－6 に変更す

る。 

** 8－1－104 

 

 

上 12～

下 9 

 

（記載の変更） 

 

別紙 8－1－7 に変更す

る。 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－4 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－106 上 2～

上 3 

…

常設代替高圧… 

…

の津波から防護する範

囲 （ 設 計 基 準 対 象 施

設 ） ，

の津波から

防護する範囲（設計基

準対象施設），

の津波から防護する

範囲（設計基準対象施

設），常設代替高圧… 

** 8－1－108 下 10 の

後 

（記載の追加） また，屋外タンク等

の損傷による溢水がタ

ービン建屋に流入する

ことを想定し，ａ．の

溢 水 量 の 評 価 に お い

て，タービン建屋への

流入量を考慮する。 

** 8－1－116 上 5 …開口部に水密扉 を設

置する。… 

…開口部に水密扉及び

止 水 ダ ン パ を 設 置 す

る。… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－5 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－118 上 3 …西側水密扉 ，緊急用

海水ポンプ点検用… 

…西側水密扉

換 気 空 調 系 止 水 ダ ン

パ，緊急用海水ポンプ

点検用… 

** 8－1－121～

** 8－1－124 

** 8－1－130 

 

 

 

下 12～

下 1 

上 9 

 

 

 

（記載の変更） 

 

…に設置する。 敷地に

遡上する… 

 

 

別紙 8－1－8 に変更す

る。 

…に設置する。 

敷地に遡上する津波に

対する防護対象設備を

内包する建屋及び区画

のうち につい

ては，「1.4.2 重大事

故等対処施設の耐津波

設計」における

の津波から防護する

範囲（重大事故等対処

施設）を考慮して防護

する。 

敷地に遡上する… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－6 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－131 

** 8－1－141 

下 7～

下 6 

下 5 

…

出口配管を設置する。 

…人員用水密扉， 常設

低圧代替… 

…圧力逃がし装置排気

管を設置する。 

…人員用水密扉，

西側水密扉，

換 気 空 調 系 止 水 ダ ン

パ，常設低圧代替… 

** 8－1－142 

** 8－1－146 

上 3～

上 4 

下 3～

下 2 

…

， 及び … 

…海水ポンプ室 につい

ては，… 

…

，常設低圧注水系

格納槽及び …

…海水ポンプ室及び非

常用海水系配管につい

ては，… 

** 8－1－148 上 2 …

，常設電源装置用… 

…

の津波から防護する

範囲（重大事故等対処

施設），常設電源装置

用… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－7 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－149 

 

 

 

 

 

 

下 3 と

下 2 の

間 

（記載の追加）  また，屋外タンク等

の損傷による溢水がタ

ービン建屋に流入する

ことを想定し，ａ．の

溢 水 量 の 評 価 に お い

て，タービン建屋への

流入量を考慮する。 

** 8－1－157～

** 8－1－159 

** 8－1－161～

** 8－1－163 

下 1～

上 5 

下 5～

上 7 

（記載の変更） 

 

（記載の変更） 

別紙 8－1－9 に変更す

る。 

別紙 8－1－10 に変更す

る。 

** 8－1－166 

 

** 8－1－171 

 （記載の変更） 

 

（記載の変更） 

別紙 8－1－11 に変更す

る。 

別紙 8－1－12 に変更す

る。 

** 8－1－174～

** 8－1－177 

 （記載の変更） 別紙 8－1－13 に変更す

る。 

** 8－1－183  （記載の変更） 別紙 8－1－14 に変更す

る。 

** 8－1－188  （記載の変更） 別紙 8－1－15 に変更す

る。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－8 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－199～

** 8－1－202 

 （記載の変更） 別紙 8－1－16 に変更す

る。 

** 8－1－205  （記載の変更） 別紙 8－1－17 に変更す

る。 

** 8－1－208～

** 8－1－210 

 （記載の変更） 別紙 8－1－18 に変更す

る。 

** 8－1－210

の後 

 （記載の追加） 

 

別紙 8－1－19 を追加す

る。 

* 8－1－320 

 

上 4～

上 11 

 

ｆ．格納容器圧力逃がし

装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置

格納槽は，原子炉建屋に

隣接した鉄筋コンクリー

ト製の地下格納槽であ

る。この区域で火災が発

生した場合，煙は格納槽

内部に充満することから

煙感知器による感知は可

能である。格納容器圧力

逃がし装置が稼働した場

合，フィルタ装置の温度 

（記載の削除） 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－9 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

上昇に伴い雰囲気温度も

上昇するが，その温度は

アナログ式の熱感知器の

使用範囲内である。以上

により，異なる種類の感

知器として煙感知器と熱

感知器を設置する設計と

する。 

* 8－1－320

* 8－1－320

上 12 

下 8 

ｇ. 常設低圧… 

ｈ. 主蒸気管… 

ｆ. 常設低圧… 

ｇ. 主蒸気管… 

** 8－1－215 上 4 …排水ポンプ， 電動弁

… 

…排水ポンプ，放射線

モニタ，電動弁…

** 8－1－215 

** 8－1－231 

下 3 

上 6～

上 10 

…ではなく， 電動弁… …ではなく，放射線モ

ニタ，電動弁…



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－10 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－231 上 11～

下 10 

（記載の削除） 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－11 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－233 下 5 

** 8－1－233 下 4 

** 8－1－233 下 2 

** 8－1－234 上 5～

上 12 

（記載の削除） 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－12 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－234 上 12 と

上 13 の

間

（記載の追加） 別紙 8－1－20 を追加す

る。 

** 8－1－235 上 1～

上 2 

また，火災の影響を受

けるおそれが考えにくい

火災区域又は火災区画

は，消防法又は建築基準

法に基づく火災感知器を

設置する設計とする。 

（記載の削除） 

** 8－1－235 上 2 と

上 3 の

間 

（記載の追加） 別紙 8－1－21 を追加す

る。 

** 8－1－235 上 9 …は，外部電源喪失時に

おいても… 

…は，全交流電源喪失

時においても… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－13 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－236 下 12～

下 11 

(a) (a) 

** 8－1－236 下 10～

下 9 

** 8－1－236 下 4～

下 2 万一，火災によって煙が

発生した場合でも建築基

準法に準拠した容量の排

煙設備によって排煙が可

能な設計とすることか

ら，消火活動が…

消火活動が… 

** 8－1－237 上 12 

** 8－1－237 下 12 

** 8－1－237 下 8～

下 5 

（記載の変更） 別紙 8－1－22 に変更す

る。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－14 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－238 上 13～

下 12 

(a) (a) 

** 8－1－238 下 11～

下 10 

** 8－1－239 

** 8－1－239 

** 8－1－240 

** 8－1－243 

** 8－1－243 

** 8－1－243 

** 8－1－243 

上 13～

下 10 

下 5～

下 4 

下 9 

上 7 

上 9 

上 11 

下 6～

下 1 

（記載の変更） 

（記載の変更） 

…の換気空調設備は，… 

…以上となる 設計とす

ること… 

（記載の変更） 

別紙 8－1－23 に変更す

る。 

別紙 8－1－24 に変更す

る。 

…の換気 設備は，… 

…以上となるように設

計 すること… 

別紙 8－1－25 に変更す

る。 

** 8－1－252 上 3 …に留まる範囲で… …にとどまる範囲で… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－15 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－253 上 7 

** 8－1－265 上 4 と 

上 5 の

間 

（記載の追加） 別紙 8－1－26 を追加す

る。

** 8－1－266 下 11 と

下 10 の

間 

（記載の追加） 生 物 学 的 事 象 の う

ち，ネズミ等の小動物

に対して屋外の特定重

大事故等対処施設を構

成する設備は，侵入防

止対策により原子炉建

屋への故意による大型

航空機の衝突その他の

テロリズムに対処する

ために必要な機能が損

なわれるおそれのない

設計とする。

** 8－1－284 下 9～

下 8 

…格納容器圧力逃がし装

置 及び緊急用海水系を

設ける。

…格納容器圧力逃がし

装置，耐圧強化ベント

系及び緊急用海水系を

設ける。



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－16 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－284 下 8 と

下 7 の

間 

（記載の追加） なお，耐圧強化ベント

系は，

の設置をもって廃

止する。

** 8－1－284 下 3～

下 2 

…格納容器圧力逃がし装

置は，原子炉格納容器内

雰囲気ガスを不活性ガス

系等を経由して，フィル

タ装置へ…

…格納容器圧力逃がし

装置は，サプレッショ

ン・チェンバ側から不

活性ガス系及び格納容

器圧力逃がし装置配管

を経由又はドライウェ

ル側から格納容器圧力

逃がし装置配管を経由

して，原子炉格納容器

内雰囲気ガスをフィル

タ装置へ…

** 8－1－285 上 7 と

上 8 の

間 

（記載の追加） 別紙 8－1－27 を追加す

る。 

** 8－1－285 下 6 格納容器圧力逃がし装

置 は，… 

格納容器圧力逃がし

装置及び耐圧強化ベン

ト系は，…



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－17 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－286 上 3～

上 4 

…遠隔人力操作機構又は

操作ハンドルを用いた… 

…遠隔人力操作機構  

を用いた… 

** 8－1－286 上 7 と

上 8 の

間 

（記載の追加） 耐圧強化ベント系は，

排出経路に設置される

隔離弁の電動弁を常設

代替交流電源設備若し

くは可搬型代替交流電

源設備からの給電によ

る遠隔操作を可能とす

ること又は操作ハンド

ルを用いた人力による

操作を可能とすること

で，非常用交流電源設

備からの給電により駆

動 す る 残 留 熱 除 去 系

（ 原 子 炉 停 止 時 冷 却

系，格納容器スプレイ

冷却系及びサプレッシ

ョン・プール冷却系）

及び残留熱除去系海水

系に対して，多様性を 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－18 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   有する設計とする。 

** 8－1－286 

 

 

 

 

 

上 9 

 

 

 

 

 

…に設置 することで，

… 

 

 

 

 

…に設置し，耐圧強化

ベント系は，原子炉建

屋原子炉棟内の残留熱

除去系ポンプ，熱交換

器及び屋外の残留熱除

去系海水系と異なる区

画に設置することで，

… 

** 8－1－286 上 12  格納容器圧力逃がし装

置 は，… 

 格納容器圧力逃がし

装置及び耐圧強化ベン

ト系は，… 

** 8－1－286 下 8～

下 7 

…格納容器圧力逃がし装

置 に対して，… 

…格納容器圧力逃がし

装置及び耐圧強化ベン

ト系に対して，… 

** 8－1－286 下 4 …格納容器圧力逃がし装

置 と… 

…格納容器圧力逃がし

装置及び耐圧強化ベン

ト系と… 

** 8－1－289 

 

下 2～

下 1 

 

…格納容器圧力逃がし装

置は，原子炉格納容器内

雰囲気ガスを不活性ガス 

…格納容器圧力逃がし

装置は，サプレッショ

ン・チェンバ側から不 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－19 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  系を経由して，フィルタ

装置へ… 

 

活性ガス系及び格納容

器圧力逃がし装置配管

を経由又はドライウェ

ル側から格納容器圧力

逃がし装置配管を経由

して，原子炉格納容器

内雰囲気ガスをフィル

タ装置へ 

** 8－1－290 上 8～

上 9 

…水面からの高さを確保

し，ドライウェル側から

の排気では，ドライウェ

ル床面からの高さを確保

する設計とする。 

…水面からの高さを確

保すること，また，ド

ライウェル側からの排

気では，排気配管とペ

デスタルの離隔を確保

するとともに燃料有効

長頂部よりも高い位置

に取出口を設けること

により，長期的にも溶

融炉心及び水没の悪影

響を受けない設計とす

る。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－20 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－291 

 

 

 

 

 

 

上 5～

上 7 

 

 

 

 

 

 

…フィルタ装置入口第一

弁（Ｓ／Ｃ側）バイパス

弁，フィルタ装置入口第

二弁，フィルタ装置入口

第二弁バイパス弁，第一

弁（Ｄ／Ｗ側）及びフィ

ルタ装置入口連絡弁は，

… 

…フィルタ装置入口第

一弁（Ｓ／Ｃ側）バイ

パス弁，フィルタ装置

入 口 第 一 弁 （ Ｄ ／ Ｗ

側），フィルタ装置入

口第一弁（Ｄ／Ｗ側）

バイパス弁，フィルタ

装置入口第二弁及びフ

ィルタ装置入口第二弁

バイパス弁は，… 

** 8－1－291 

** 8－1－291 

** 8－1－292 

上 11 

下 4 

上 8 

…遮蔽体に囲まれた… 

…遮蔽体を設け，… 

…排出経路に設置される

隔離弁を操作できる… 

…遮蔽 に囲まれた… 

…遮蔽 を設け，… 

…排出経路に設置され

るフィルタ装置入口第

一弁（Ｓ／Ｃ側），フ

ィルタ装置入口第一弁

（Ｓ／Ｃ側）バイパス

弁，フィルタ装置入口

第一弁（Ｄ／Ｗ側），

フィルタ装置入口第一

弁（Ｄ／Ｗ側）バイパ



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－1－21 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

ス弁，フィルタ装置入

口第二弁及びフィルタ

装置入口第二弁バイパ

ス弁を操作できる… 

 



 8－1－22 

別紙 8－1－1 

なお，基準地震動ＳＳを一定程度超える地震動に対しての特定重大事故

等対処施設の頑健性の確保の方針を踏まえ，



8－1－23 

第
1
.
1
.
7
－

1
表

 
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
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設
備
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等
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8
／

5
8
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8
条

 
終

ヒ
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能

 
設
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す
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を
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設
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有
す

る
設

計
基

準
対

象
施

設
は

，
残

留
熱

除
去

系
（

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
）

及
び

残

留
熱

除
去

系
（

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
冷

却
系

）
で

あ
り

，
耐

震
重

要
度

分
類

は
Ｓ

）
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｄ
／

Ｗ

側
）

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｄ
／

Ｗ

側
）

バ
イ

パ
ス

弁

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｓ
／

Ｃ

側
）

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｓ
／

Ｃ

側
）

バ
イ

パ
ス

弁

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
二

弁

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
二

弁
バ

イ
パ

ス

弁 遠
隔

人
力

操
作

機
構

 

遮

蔽
 

空

気
ボ

ン
ベ

ユ
ニ

ッ
ト

（
空

気
ボ

ン
ベ

）
 

圧
力

開
放

板
 

窒
素

供
給

装
置

 
5
0
条

に
記

載
（

可
搬

型
重

大
事

故
防

止
設

備
）

 

窒
素

供
給

装
置

用
電

源
車

 

は
，

営
業

秘
密

又
は

防
護

上
の

観
点

か
ら

公
開

で
き

ま
せ

ん
。

 

別紙 8－1－2 



 

 

8－1－24 

第
1
.
1
.
7
－

1
表

 
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

等
（

9
／

5
8
）

 

 

4
8
条

 
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
た

め
の

設
備

 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 
耐

震
重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内

の
減

圧
及

び
除

熱
 

（
続

き
）

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

遮
蔽

 
5
0
条

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
 

（
代

替
す

る
機

能
を

有
す

る
設

計
基

準
対

象
施

設
は

，
残

留
熱

除
去

系
（

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
）

及
び

残

留
熱

除
去

系
（

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
冷

却
系

）
で

あ
り

，
耐

震
重

要
度

分
類

は
Ｓ

）
 

 
配

管
遮

蔽
 

移
送

ポ
ン

プ
 

可
搬

型
代

替
注

水
中

型
ポ

ン
プ

 
5
6
条

に
記

載
（

可
搬

型
重

大
事

故
防

止
設

備
）

 

 

可
搬

型
代

替
注

水
大

型
ポ

ン
プ

 

西
側

淡
水

貯
水

設
備

［
水

源
］

 
5
6
条

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
 

代
替

淡
水

貯
槽

［
水

源
］

 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

に
よ

る

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
減

圧

及
び

除
熱

 

第
一

弁
（

Ｓ
／

Ｃ
側

）
 

残
留

熱
除

去
系

（
格

納
容

器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
）

 

残
留

熱
除

去
系

（
サ

プ
レ

ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
冷

却
系

）
 

Ｓ
 

 

Ｓ
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

第
一

弁
（

Ｄ
／

Ｗ
側

）
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

一
次

隔
離

弁
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

二
次

隔
離

弁
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

 
 



8－1－25 

第
1
.
1
.
7
－

1
表

 
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

等
（

1
5
／

5
8
）

 

5
0
条

 
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 
耐

震
重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス

代
替

循
環

冷
却

系
に

よ
る

原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及

び
除

熱
 

（
続

き
）

 

海
水

引
込

み
管

 
そ

の
他

設
備

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

Ｓ
Ａ

用
海

水
ピ

ッ
ト

 

緊
急

用
海

水
取

水
管

 

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

ピ
ッ

ト
 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
 

の
減

圧
及

び
除

熱
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｄ
／

Ｗ
側

）

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｄ
／

Ｗ
側

）
バ

イ
パ

ス
弁

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｓ
／

Ｃ
側

）

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｓ
／

Ｃ
側

）
バ

イ
パ

ス
弁

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
二

弁
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
Ｓ

Ａ
－

２
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
二

弁
バ

イ
パ

ス
弁

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

遠
隔

人
力

操
作

機
構

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
―

 

遮
蔽

 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

空
気

ボ
ン

ベ
ユ

ニ
ッ

ト
（

空
気

ボ
ン

ベ
）

 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

圧
力

開
放

板
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

窒
素

供
給

装
置

 
―

 
―

 
可

搬
型

 
可

搬
型

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
―

 

は
，

営
業

秘
密

又
は

防
護

上
の

観
点

か
ら

公
開

で
き

ま
せ

ん
。

 



8－1－26 

第
1
.
1
.
7
－

1
表

 
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

等
（

2
1
／

5
8
）

 

5
2
条

 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 
耐

震
重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内

の
水

素
及

び
酸

素
の

排
出

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

5
0
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｄ
／

Ｗ

側
）

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｄ
／

Ｗ

側
）

バ
イ

パ
ス

弁

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｓ
／

Ｃ

側
）

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｓ
／

Ｃ

側
）

バ
イ

パ
ス

弁

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
二

弁

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
二

弁
バ

イ
パ

ス

弁 遠
隔

人
力

操
作

機
構

 

遮

蔽
 

空

気
ボ

ン
ベ

ユ
ニ

ッ
ト

（
空

気
ボ

ン
ベ

）
 

圧
力

開
放

板
 

窒
素

供
給

装
置

 
5
0
条

に
記

載
（

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
）

 

窒
素

供
給

装
置

用
電

源
車

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

遮
蔽

5
0
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

配
管

遮
蔽

 

移
送

ポ
ン

プ
 

は
，

営
業

秘
密

又
は

防
護

上
の

観
点

か
ら

公
開

で
き

ま
せ

ん
。

 



 

 

8－1－27 

第
1
.
1
.
7
－

1
表

 
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

等
（

4
2
／

5
8
）

 

 

5
8
条

 
計

装
設

備
 

系
統

機
能

 
設

備
※

１
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

※
２
 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

※
１
 

耐
震

重
要

 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
の

確
保

（
格

納
容

器
圧

力

逃
が

し
装

置
）

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

水
位

 
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

―
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 

―
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

圧
力

 
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

圧
力

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

ス
ク

ラ
ビ

ン
グ

水
温

度
 

―
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 

―
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

ス
ク

ラ
ビ

ン
グ

水

温
度

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

圧
力

 
―

 
常

設
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 

―
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

放
射

線
モ

ニ

タ
（

高
レ

ン
ジ

・
低

レ
ン

ジ
）

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

圧
力

 
―

 
常

設
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 

―
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

水
素

濃
度

 
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 

―
 

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
の

確
保

（
耐

圧
強

化
ベ

ン

ト
系

）
 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

放
射

線
モ

ニ

タ
 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

 
―

 
常

設
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

 

 

―
 

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
の

確
保

（
残

留
熱

除
去

系
）

 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温

度
 

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

温
度

 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 

―
 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

出
口

温

度
 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度

 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
系

統
流

量
 

緊
急

用
海

水
系

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
）

 

緊
急

用
海

水
系

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
補

機
）

 

Ｃ
 

Ｃ
 

―
 

 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 

―
 

残
留

熱
除

去
系

系
統

流
量

 
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

吐
出

圧
力

 
Ｃ

 
常

設
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 

―
 

※
1
 

計
装

設
備

に
つ

い
て

は
計

装
ル

ー
プ

全
体

を
示

す
た

め
要

素
名

を
記

載
 

※
2
 

主
要

設
備

の
計

測
が

困
難

と
な

っ
た

場
合

の
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ
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第
1
.
1
.
7
－

1
図

 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

配
置

及
び

保
管

場
所

（
そ

の
1
）

は
，

営
業

秘
密

又
は

防
護

上
の

観
点

か
ら

公
開

で
き

ま
せ

ん
。

 



8－1－29 

第
1
.
1
.
7
－

5
図

 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

配
置

及
び

保
管

場
所

（
そ
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(9) 特定重大事故等対処施設（一の施設）の機能を維持するために必要な間

接支持構造物においては，必要に応じて，基礎地盤の安定性評価にて計画

した物性値を確保した地盤改良体を設置すること等で十分な支持性能を確

保することにより，原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能を損なわ

ないよう設計する。 
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第 1.3－2 表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（３／７） 

設 備 分 類 定 義 
主 要 設 備 

（[ ]内は，設計基準対象施設を兼ねる 

設備の耐震重要度分類） 

2.常設耐震重要

重大事故防止
設備

（つづき）

常設重大事故防止

設備であって，耐
震重要施設に属す
る設計基準事故対

処設備が有する機
能を代替するもの 

・起動領域計装[S]

・平均出力領域計装[S]
・フィルタ装置水位
・フィルタ装置圧力

・フィルタ装置スクラビング水温度
・フィルタ装置入口水素濃度
・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）

・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）
・代替淡水貯槽水位
・西側淡水貯水設備水位

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力
・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力

(5) 放射線管理施設
・フィルタ装置遮蔽
・配管遮蔽

・ 遮蔽 
・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）[S]

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）[S]
・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
・耐圧強化ベント系放射線モニタ

・中央制御室遮蔽[S]
・中央制御室換気系空気調和機ファン[S]
・中央制御室換気系フィルタ系ファン[S]

・中央制御室換気系フィルタユニット[S]

(6) 原子炉格納施設

・原子炉格納容器[S]
・フィルタ装置
・フィルタ装置入口第一弁（Ｄ／Ｗ側）[S]

・フィルタ装置入口第一弁（Ｄ／Ｗ側）バイパス弁[S]
・フィルタ装置入口第一弁（Ｓ／Ｃ側）[S]
・フィルタ装置入口第一弁（Ｓ／Ｃ側）バイパス弁[S]

・フィルタ装置入口第二弁
・フィルタ装置入口第二弁バイパス弁
・ 空気ボンベユニット（空気ボンベ）

・高圧炉心スプレイ系注入弁[S]
・原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁[S]
・低圧炉心スプレイ系注入弁[S]

・残留熱除去系Ａ系注入弁[S]
・残留熱除去系Ｂ系注入弁[S]
・残留熱除去系Ｃ系注入弁[S]

・第一弁（Ｄ／Ｗ側）[S]
・第一弁（Ｓ／Ｃ側）[S]
・耐圧強化ベント系一次隔離弁[S]

・耐圧強化ベント系二次隔離弁
・遠隔人力操作機構
・圧力開放板

・フィルタ装置遮蔽
・配管遮蔽
・移送ポンプ

・残留熱除去系熱交換器[S]
・代替淡水貯槽
・サプレッション・チェンバ[S]

・西側淡水貯水設備

 は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 1.3－2 表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（６／７） 

設 備 分 類 定 義 

主 要 設 備 

（[ ]内は，設計基準対象施設を兼ねる 
設備の耐震重要度分類） 

3.常設重大事故

緩和設備
（つづき）

重大事故等対処設

備のうち，重大事
故等が発生した場
合において，当該

重大事故の拡大を
防止し，又はその
影響を緩和するた

めの機能を有する
設備（重大事故緩
和設備）のうち，

常設のもの 

・残留熱除去系海水系系統流量[C]

・代替淡水貯槽水位

・西側淡水貯水設備水位
・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力
・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力
・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力
・原子炉建屋水素濃度
・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）[C]

(5) 放射線管理施設

・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）[S]
・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）[S]
・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

・中央制御室遮蔽[S]
・中央制御室待避室遮蔽
・中央制御室換気系空気調和機ファン[S]

・中央制御室換気系フィルタ系ファン[S]
・中央制御室換気系フィルタユニット [S]
・ブローアウトパネル閉止装置

・ブローアウトパネル閉止装置開閉状態表示
・ブローアウトパネル開閉状態表示
・緊急時対策所遮蔽

・緊急時対策所非常用送風機
・緊急時対策所非常用フィルタ装置
・フィルタ装置遮蔽

・配管遮蔽
遮蔽 

・緊急時対策所用差圧計
・中央制御室待避室差圧計

(6) 原子炉格納施設

・原子炉格納容器[S]
・原子炉建屋原子炉棟[S]
・常設低圧代替注水系ポンプ
・コリウムシールド
・常設高圧代替注水系ポンプ
・フィルタ装置
・フィルタ装置入口第一弁（Ｄ／Ｗ側）[S]
・フィルタ装置入口第一弁（Ｄ／Ｗ側）バイパス弁[S]
・フィルタ装置入口第一弁（Ｓ／Ｃ側）[S]
・フィルタ装置入口第一弁（Ｓ／Ｃ側）バイパス弁[S]
・フィルタ装置入口第二弁
・フィルタ装置入口第二弁バイパス弁
・ 空気ボンベユニット（空気ボンベ）
・遠隔人力操作機構
・圧力開放板
・残留熱除去系熱交換器[S]
・代替淡水貯槽
・西側淡水貯水設備
・サプレッション・チェンバ[S]
・静的触媒式水素再結合器
・静的触媒式水素再結合器動作監視装置

・移送ポンプ
・フィルタ装置遮蔽
・配管遮蔽

・非常用ガス処理系排風機[S]
・非常用ガス処理系フィルタトレイン[S]
・非常用ガス再循環系排風機[S]

・非常用ガス再循環系フィルタトレイン[S]

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 1.3－3 表 特定重大事故等対処施設の設備分類（１／４） 

設備分類 定義 主要設備 

1.特定重大事故等対処施

設（一の施設）

特定重大事故等

対処施設であっ

て，「実用発電

用原子炉及びそ

の附属施設の位

置、構造及び設

備の基準に関す

る規則第三十八

条（重大事故等

対 処 施 設 の 地

盤），第三十九

条（地震による

損傷の防止）及

び第四十条（津

波による損傷の

防止）」を満た

すもの 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.3－3 表 特定重大事故等対処施設の設備分類（２／４） 

設備分類 定義 主要設備 

1.特定重大事故等対処施

設（一の施設）

(つづき)

特定重大事故等

対処施設であっ

て，「実用発電

用原子炉及びそ

の附属施設の位

置、構造及び設

備の基準に関す

る規則第三十八

条（重大事故等

対 処 施 設 の 地

盤），第三十九

条（地震による

損傷の防止）及

び第四十条（津

波による損傷の

防止）」を満た

すもの 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.3－3 表 特定重大事故等対処施設の設備分類（３／４） 

設備分類 定義 主要設備 

1.特定重大事故等対処施

設（一の施設）

(つづき)

特定重大事故等

対処施設であっ

て，「実用発電

用原子炉及びそ

の附属施設の位

置、構造及び設

備の基準に関す

る規則第三十八

条（重大事故等

対 処 施 設 の 地

盤），第三十九

条（地震による

損傷の防止）及

び第四十条（津

波による損傷の

防止）」を満た

すもの 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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(1) 浸水防護重点化範囲の設定

浸水防護重点化範囲として，原子炉建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，海

水ポンプ室，常設代替高圧電源装置置場， の

うち設計基準対象施設の津波防護対象設備を津波から防護する範囲（以下

「 の津波から防護する範囲（設計基準対象施

設）」という。）， のうち設計基準対象施設の津

波防護対象設備を津波から防護する範囲（以下「

の津波から防護する範囲（設計基準対象施設）」という。）， の

うち設計基準対象施設の津波防護対象設備を津波から防護する範囲（以下

「 の津波から防護する範囲（設計基準対象施設）」という。），

常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）及び非常用海水系配

管を設定する。 
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1.4.2.5 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の

隔離（内郭防護） 

(1) 浸水防護重点化範囲の設定

浸水防護重点化範囲として，原子炉建屋，海水ポンプ室，常設代替高圧

電源装置置場（西側淡水貯水設備，高所東側接続口及び高所西側接続口を

含む。），

のうち重大事故等対処施設の津波防護対象設備を津波から防護する範

囲（以下「 の津波から防護する範囲（重大事故等対処施設）」と

いう。），常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部），非常用

海水系配管，緊急時対策所建屋，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西

側），可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側），常設低圧代替注水系

格納槽，緊急用海水ポンプピット及び を設定する。 

(2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，以下のとおり

地震による溢水の影響も含めて確認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水

の可能性のある経路，浸水口等を特定し，浸水対策を実施する。 

浸水防護重点化範囲のうち，原子炉建屋，海水ポンプ室，

，常設低圧代替注水系格納槽及び緊急用海水ポンプピット

については，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」と同じように，

浸水防止重点化範囲の境界において浸水防止対策を講じる。 

 常設代替高圧電源装置（西側淡水貯水設備，高所東側接続口及び高所西

側接続口含む），常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部），

緊急時対策所建屋，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬

型重大事故等対処設備保管場所（南側）は津波による溢水の影響を受けな
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い位置に設置する。 

 浸水対策の実施に当たっては，以下のａ．からｅ．の影響を考慮する。 

ａ．地震に起因するタービン建屋内の循環水系配管の伸縮継手の破損並び

に耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損傷により，保有水が溢水するとと

もに，津波が取水ピット及び放水ピットから循環水系配管に流れ込み，

循環水系配管の伸縮継手の損傷箇所を介して，タービン建屋内に流入す

ることが考えられる。このため，タービン建屋内に流入した海水による，

タービン建屋に隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建屋）への影響を

評価する。 

ｂ．地震に起因する循環水ポンプ室の循環水系配管の伸縮継手の破損によ

り，津波が取水ピットから循環水系配管に流れ込み，循環水系配管の伸

縮継手の破損箇所を介して，循環水ポンプ室内に流入することが考えら

れる。このため，循環水ポンプ室内に流入した海水による，隣接する浸

水防護重点化範囲（海水ポンプ室）への影響を評価する。 

ｃ．地震に起因する屋外に敷設する非常用海水系配管（戻り管）の損傷に

より，海水が配管の損傷箇所を介して，重大事故等対処施設の津波防護

対象設備（貯留堰及び取水構造物を除く。）の設置された敷地に流入す

ることが考えられる。このため，敷地に流入した津波による浸水防護重

点化範囲（原子炉建屋，海水ポンプ室， ，

常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海水ポンプピット， の津波

から防護する範囲（重大事故等対処施設），

）への影響を評価する。 

ｄ．地下水については，地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範囲へ与

える影響について評価する。 

ｅ．地震に起因する屋外タンク等の損傷による溢水が，浸水防護重点化範
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囲へ与える影響について評価する。 

(3) 上記(2)ａ．からｅ．の浸水範囲，浸水量の評価については，以下のと

おり安全側の想定を実施する。 

ａ．タービン建屋内の機器・配管の損傷による津波，溢水等の事象想定 

「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」を適用する。 

ｂ．循環水ポンプ室内の機器・配管の損傷による津波，溢水等の事象想定 

「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」を適用する。 

ｃ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津波，溢水等の事象想定 

「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

ｄ．機器・配管損傷による津波浸水量の考慮 

「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

ｅ．機器・配管等の損傷による内部溢水の考慮 

「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

ｆ．地下水の溢水影響の考慮 

「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

 また， の地下部は，浸水防護重点化範囲

以外の建屋へ接続されており，接続部の建屋境界には開口部及び貫通部

があるため，「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」での浸水対策

に加えて， 西側水密扉及び

換気空調系止水ダンパを設置するとともに，貫通部止水処

置を実施して建屋内への流入を防止する設計としている。 

このため，地下水による浸水防護重点化範囲への有意な影響はない。 

 地震による建屋の地下階外壁の貫通部からの流入については，浸水防

護重点化範囲の評価に当たって，地下水の影響を安全側に考慮する。 

ｇ．屋外タンク等の損傷による溢水等の事象想定 
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屋外タンクの損傷による溢水については，地震時の屋外タンクの溢水

により浸水防護重点化範囲に浸水することを想定し，

，常設低圧代替注水系格納槽及び緊急用海水ポンプピット，

原子炉建屋境界の貫通部に浸水対策を実施するため，浸水防護重点化範

囲の建屋又は区域に浸入することはない。 

原子炉建屋，

地上部の扉等の開口部下端位置は T.P.＋8.2m であり，屋外タンクの損

傷による溢水が到達しないことから，浸水防護重点化範囲の建屋に浸入

することはない。 

また，屋外タンク等の損傷による溢水がタービン建屋に流入すること

を想定し，ａ．の溢水量の評価において，タービン建屋への流入量を考

慮する。 

ｈ．施設・設備施工上生じうる隙間部等についての考慮 

 「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。なお，新設の重

大事故等対処設備を内包する建屋等については，予め津波対策を考慮し

た設計とする。 
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(1) 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部から到達又

は流入させない設計とする。また，取水路，放水路等の経路から流入さ

せない設計とする。
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1.4.4.4 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区

画の隔離（内郭防護） 

(1) 浸水防護重点化範囲の設定

浸水防護重点化範囲として，

(2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

浸水防護重点化範囲のうち，設計基準対象施設と同じ範囲（原子炉建屋）

については，
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第 1.4－2 表 各津波防護対策の設備分類と設置目的（2／3） 

津波防護対策 
設備
分類 

設置目的 

循環水ポ
ンプ室

取水ピット空気抜き
配管逆止弁 

浸水
防止
設備 

・取水路からの流入津波が取水ピット空気抜き
配管を経由し，循環水ポンプ室に流入するこ
とを防止することにより，隣接して設置する
設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の
津波防護対象設備の設置された海水ポンプ室
への浸水を防止する。

放水路 
放水路ゲート点検用
開口部浸水防止蓋 

・放水路からの流入津波が放水路ゲートの点検
用開口部（下流側）を経由し，設計基準対象
施設及び重大事故等対処施設の津波防護対象
設備の設置された敷地に流入することを防止
する。

ＳＡ用海
水ピット 

ＳＡ用海水ピット開
口部浸水防止蓋 

・海水取水路からの流入津波がＳＡ用海水ピッ
ト開口部を経由し，設計基準対象施設及び重
大事故等対処施設の津波防護対象設備の設置
された敷地に流入することを防止する。

緊急用海
水ポンプ
室 

緊急用海水ポンプピ
ット点検用開口部浸
水防止蓋 

・緊急用海水取水管及び海水取水路からの流入
津波が緊急用海水ポンプのグランドドレンの
排出口，緊急用海水ポンプ室の床ドレン排出
口，点検用開口部を経由し，緊急用海水ポン
プ室に流入し，更に設計基準対象施設の津波
防護対象設備の設置された敷地に流入するこ
とを防止する。また，重大事故等対処施設の
津波防護対象設備が設置された緊急用海水ポ
ンプ室に流入することを防止する。

緊急用海水ポンプグ
ランドドレン排出口
逆止弁

緊急用海水ポンプ室
床ドレン排出口逆止
弁 

緊急用海水ポンプ点
検用開口部浸水防止
蓋 

・地震による非常用海水系配管（戻り管）の損
傷及び屋外タンクからの溢水並びに津波が緊
急用海水ポンプ点検用開口部及び緊急用海水
ポンプ室人員用開口部を経由し，浸水防護重
点化範囲である緊急用海水ポンプ室に流入す
ることを防止する。

緊急用海水ポンプ室
人員用開口部浸水防
止蓋 

西側水密扉

・地下水が，浸水防護重点化範囲である
に流入することを防止

する。 

貫通部止水処置 
・地下水及び地震による屋外タンクからの溢水

が，浸水防護重点化範囲である
に流入することを防止する。

常設低圧
注水系格
納槽 

常設低圧代替注水系
格納槽点検用水密ハ
ッチ 

・地震による非常用海水系配管（戻り管）の損
傷及び屋外タンクからの溢水並びに津波が常
設低圧代替注水系格納槽点検用開口部及び常
設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用開口
部を経由し，浸水防護重点化範囲である常設
低圧代替注水系格納槽に流入することを防止
する。

常設低圧代替注水系
格納槽可搬型ポンプ
用水密ハッチ 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第1.4－5表 敷地に遡上する津波の入力津波設定一覧 

設定位置 設定浸水深又は設定水位＊１ 

原子炉建屋南側 

＋1.0m

（＋0.2mの重畳を考慮）＊２ 

排気筒東側 

常設低圧代替注水系の 

代替淡水貯槽上部 

緊急用海水ポンプピット上部 

ＳＡ用海水ピット上部 

防潮堤前面（敷地側面北側） 

T.P.＋24.0m防潮堤前面（敷地前面東側） 

防潮堤前面（敷地側面南側） 

取水ピット T.P.＋24.8m＊３

放水路ゲート設置箇所 T.P.＋32.0m＊３

ＳＡ用海水ピット 
T.P.＋10.9m＊３

緊急用海水ポンプピット 

構内排水路設置箇所 T.P.＋24.0m

＊１ 「1.5 水位変動・地殻変動の評価」に示す朔望平均満潮位＋0.61m，2011年東北

地方太平洋沖地震による地殻変動量（沈降）0.2m及び津波波源モデルの活動によ

る地殻変動量（沈降）0.46mを考慮した値である。 

＊２ 防潮堤内側の地上部における入力津波は，敷地に遡上する津波の地上部からの流入に
よる 大浸水深に屋外タンクからの溢水を保守的に見込んだ 大浸水深0.2mの重畳を
考慮する。 

＊３ 敷地に遡上する津波において，敷地北側の防潮堤設置ルート変更後においても，防潮
堤前面における 大水位及び防潮堤内の遡上域及び敷地に遡上する津波に対する防護
対象設備周辺の 大浸水深に大きな変化がなかったため，ルート変更前のデータを使
用している。 

 は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.4－6 表 津波防護対策の設備分類と設置目的（3／6） 

NO 

施設・

設備区

分 

施設・設備名称 敷地に遡上する津波における補足説明 

19 
浸水防

止設備 

緊急用海水ポンプ室

床ドレン排出口逆止

弁 

基準津波時は，当該開口部を通じ原子炉建屋内への流入経路となり

得ることから，外郭防護 1 として設計する。敷地に遡上する津波は

緊急用海水取水管から当該開口部を通じてモータ設置エリアに浸入

する可能性があることから，逆止弁設置により津波の浸入を防止

し，敷地に遡上する津波に対処するために必要な機能の喪失を防止

する。 

20 
海水ポンプ室ケーブ

ル点検口浸水防止蓋

循環水ポンプ室と海水ポンプ室間の浸水防止対策であり，防潮堤を

越流した敷地に遡上する津波は双方の部屋に上部から浸入するた

め，敷地に遡上する津波では機能を期待しない。 

21 

緊急用海水ポンプ点

検用開口部浸水防止

蓋 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備上

部に到達するため，点検用開口部に水密ハッチを設置し，地上から

溢水の流入に対し外郭防護／内郭防護兼用として設計する。 

22 

緊急用海水ポンプ室

人員用開口部浸水防

止蓋 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備上

部に到達するため，点検用開口部に水密ハッチを設置し，地上から

溢水の流入に対し外郭防護／内郭防護兼用として設計する。 

23 人員用水密

扉 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備開

口部に到達するため，開口部に水密扉を設置し，地上から溢水の流

入に対し外郭防護／内郭防護兼用として設計する。 

24 
西側水密扉 

地下水が，当該開口部から建屋内に流入することを防止するため，

内郭防護として設置する。 

25 換気空調系

止水ダンパ 

地下水が，当該開口部から建屋内に流入することを防止するため，

内郭防護として設置する。 

26 

常設低圧代替注水系

格納槽点検用水密ハ

ッチ 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備上

部に到達するため，点検用開口部に水密ハッチを設置し，地上から

溢水の流入に対し外郭防護／内郭防護兼用として設計する。 

27 

常設低圧代替注水系

格納槽可搬型ポンプ

用水密ハッチ 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備上

部に到達するため，可搬型ポンプの取水用開口部に水密ハッチを設

置し，地上から溢水の流入に対し外郭防護／内郭防護兼用として設

計する。 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.4－6 表 津波防護対策の設備分類と設置目的（4／6） 

NO 

施設・

設備区

分 

施設・設備名称 敷地に遡上する津波における補足説明 

28 
浸水防

止設備 

常設代替高圧電源装

置用カルバート（

）水密

扉 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備開

口部に到達するため，開口部に水密扉を設置し，地上から溢水の流

入に対し外郭防護／内郭防護兼用として設計する。 

29 
原子炉建屋原子炉棟

水密扉 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深に留まるため，対策は不要である。 

30 
原子炉建屋付属棟北

側水密扉 1 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深に留まるため，対策は不要である。 

31 
原子炉建屋付属棟北

側水密扉 2 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深に留まるため，対策は不要である。 

32 
原子炉建屋付属棟東

側水密扉 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深に留まるため，対策は不要である。 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.4－6 表 津波防護対策の設備分類と設置目的（5／6） 

NO 

施設・

設備区

分 

施設・設備名称 敷地に遡上する津波における補足説明 

33 
浸水防

止設備 

原子炉建屋付属棟南

側水密扉 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深に留まるため，対策は不要である。 

34 
原子炉建屋付属棟西

側水密扉 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深に留まるため，対策は不要である。 

35 
止水 

処置 

防潮堤及び防潮扉下

部貫通部止水処置 

貫通部の止水処置は，敷地に遡上する津波における静水圧に耐える

設計とする。 

36 
海水ポンプ室貫通部

止水処置 

循環水ポンプ室と海水ポンプ室間の止水処置であり，防潮堤を越流

した敷地に遡上する津波は海水ポンプ室に上部から浸入するため，

敷地に遡上する津波では機能を期待しない。 

37 

原子炉建屋境界貫通

部（1 階外壁）止水

処置 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）と防潮堤を越え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は，原子炉建

屋 1 階の外壁部にある配管等貫通部から建屋内に浸入する恐れがあ

ることから貫通部に止水処置を講じる。これらは基準津波及び敷地

に遡上する津波における浸水による静水圧に耐える設計とする。 

38 

原子炉建屋地下階貫

通部（地下階外壁）

止水処置 

原子炉建屋地下階の貫通部は，常時地下水の影響を受けることか

ら，貫通部の止水処置を実施する。地震に伴うタービン建屋内の低

耐震クラス配管の損傷等による溢水がタービン建屋地下階に滞留す

ることを考慮しても，原子炉建屋内に水が流入しない設計とする。

39 貫通部止水

処置 

地上部及び排気ピットの貫通部は，地震により破損した屋外タンク

からの溢水（内郭）と防潮堤を超え敷地に流入した津波（外郭）又

はこれらの重畳した水は， にある配管

等貫通部から建屋内に浸入するおそれがあることから貫通部に止水

処置を講じる。これらは基準津波及び敷地に遡上する津波における

浸水による静水圧に耐える設計とする。 

地下部の貫通部は，地下水が，配管等貫通部から建屋内に流入する

ことを防止するため，内郭防護として設置する。 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.4－6 表 津波防護対策の設備分類と設置目的（6／6） 

NO 

施設・

設備区

分 

施設・設備名称 敷地に遡上する津波における補足説明 

40 
止水 

処置 貫通部止水処置 

地震により破損した屋外タンクからの溢水（内郭）と防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は，

にある配管等貫通部から建屋内に浸入するおそれが

あることから貫通部に止水処置を講じる。これらは基準津波及び敷

地に遡上する津波における浸水による静水圧に耐える設計とする。

41 
津波監

視設備 

津波・構内監視カメ

ラ 

津波・構内監視カメラは，取水ピット水位計及び潮位計とともに，

津波の襲来状況等を監視する津波監視装置のひとつである。 

敷地に遡上する津波においては，防潮堤上部の津波・構内監視カメ

ラは機能喪失する可能性があるが，津波の第１波到達までの津波の

襲来状況等を監視する設計とする。原子炉建屋屋上に設置する津

波・構内監視カメラは，津波の第１波到達後も機能を維持し，T.P.

＋11m の敷地の状況，第 2 波以降の繰り返しの津波の襲来状況等を

監視する。

42 取水ピット水位計 

取水ピット水位計は，津波・構内監視カメラ及び潮位計とともに，

津波の襲来状況等を監視する津波監視装置のひとつである。 

取水ピット水位計は，基準津波時非常用海水ポンプの下降側の水位

監視を行うが，敷地に遡上する津波においては監視対象の非常用海

水ポンプ自体が機能喪失するため，当該水位計の機能には期待しな

い。 

43 潮位計 

潮位計は，津波・構内監視カメラ及び取水ピット水位計とともに，

津波の襲来状況等を監視する津波監視装置のひとつである。 

潮位計は，基準地震動ＳＳに耐える設計とし，T.P.＋24m津波の波圧

にも耐える設計とすることから，敷地に遡上する津波の繰り返しの

襲来状況を監視できる設計とする。 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第1.4－8表 流入評価結果（ ）（7／11）

流入経路 入力津波高さ 状況 評価 

人 員 用

出入口 

1.0m 

(T.P.＋9.0m) 

当該経路から津波が流入する可

能性があるため，開口部に対し，

水密扉を設置する。また，地震に

よる非常用海水系配管（戻り管）

の損傷及び屋外タンクからの溢

水の重畳も考慮する。 

へ 津 波

は 流 入 し

ない。 

西 側 開

口部（地下部） 

－ 

当該経路から地下水が流入する

可能性があるため，開口部に対

し，水密扉及び止水ダンパを設

置する。 

貫 通 部

（地上部，排気ピッ

ト内）

1.0m 

(T.P.＋9.0m) 

当該経路から津波が流入する可

能性があるため，貫通部に対し，

止水処置を実施する。また，地震

による非常用海水系配管（戻り

管）の損傷及び屋外タンクから

の溢水の重畳も考慮する。 

貫 通 部

（地下部） 

－ 

当該経路から地下水が流入する

可能性があるため，貫通部に対

し，止水処置を実施する。 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.4－10 表 特定重大事故等対処施設の津波防護対象 

を内包する建屋及び区画の分類 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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（緊急用海水ポンプピット上部） 

緊急用海水ポンプピット上部 大浸水深 0.22m（48 分 18 秒） 

第 1.4－6 図 敷地に遡上する津波の入力津波設定位置における 

時刻歴波形（1／2） 
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（防潮堤前面） 

第 1.4－6 図 敷地に遡上する津波の入力津波設定位置における 

時刻歴波形（2／2） 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.4－7 図 敷地に遡上する津波による水位上昇分布（1／2） 

第 1.4－7 図 敷地に遡上する津波による水位上昇分布 

東海発電所建屋反映モデル（2／2） 
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第 1.4－8 図 敷地の特性に応じた重大事故等対処施設の 

津波防護の概要図(1／4) 

 は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.4－8 図 敷地の特性に応じた重大事故等対処施設の 

津波防護の概要図（4／4） 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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【凡例】 
津波防護施設 

浸水防止設備 

津波監視設備 

T.P.＋3.0m～T.P.＋8.0m

T.P.＋8.0m～T.P.＋11.0m

T.P.＋11.0m～T.P.＋19.0m

T.P.＋19.0m 以上

第 1.4－11 図 特定重大事故等対処施設の津波防護の概要（1／4） 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.4－11 図 特定重大事故等対処施設の津波防護の概要（2／4） 

図 （放水口周辺拡大図） 図 （海水ポンプエリア周辺拡大図） 

図 （緊急用海水ポンプエリア周辺拡大図） 

緊急用海水ポンプ 
グランドドレン 
排出口逆止弁 

緊急用海水ポンプ 
ピット点検用 

開口部浸水防止蓋 

緊急用海水ポンプ室 
床ドレン 

排出口逆止弁 

放水路 

防潮堤 

放水口 

放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

放水路ゲート 

津波防護施設 

浸水防止設備 

【凡例】 

T.P.＋3.5m 

T.P.＋3.5m 

T.P.＋0.8m 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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浸水防止設備 

【凡例】 

第 1.4－11 図 特定重大事故等対処施設の津波防護の概要（3／4） 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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別紙 8－1－19 浸水防止設備 

【凡例】 

第 1.4－11 図 特定重大事故等対処施設の津波防護の概要（4／4） 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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ｆ． 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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以下に示す場所は，火災感知器を設置しない設計とする。 

ａ． 

ｂ． 

ｃ． 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少なく，可燃物管理に

より可燃物を持ち込まない運用とする火災区域又は火災区画は，消火

活動が困難とならない場所として選定する。各火災区域又は火災区画

とも不要な可燃物を持ち込まないよう持ち込み可燃物管理を実施する

とともに，点検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合

は，不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時の延焼を防止す

る。なお，可燃物の状況については，特定重大事故等対処施設以外の

構築物，系統及び機器も含めて確認する。 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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(f) 

(g) 

（h） 

(i) 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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ハロン消火設備は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災の火

炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の

二次的影響が，火災が発生していない特定重大事故等対処施設に及ばない

設計とする。 

 また，本消火設備のガスボンベ及び制御盤は，消防法施行規則第二十条

に基づき，消火対象空間には設置せず，火災による熱の影響を受けても破

損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続する安全弁等によりボンベの

過圧を防止する設計とする。 



8－1－86 

別紙 8－1－25 

(4) 

は以下のとおり設計する。 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 



8－1－87 

別紙 8－1－26 

なお，基準地震動ＳＳを一定程度超える地震動に対しての特定重大事故等対

処施設の頑健性の確保の方針を踏まえ，



 

8－1－88 

 

別紙 8－1－27 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の故障等により 終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るための重大事故等対処設備として，耐圧強化ベント系は，格納容器内

雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，主排気筒に隣接する非常用ガ

ス処理系排気筒を通して原子炉建屋外に放出することで，原子炉格納容

器内に蓄積した熱を 終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計

とする。 

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使用する場合の耐

圧強化ベント系は，炉心損傷前に使用するため，排気中に含まれる放射

性物質及び可燃性ガスは微量である。 

耐圧強化ベント系は，使用する際に弁により他の系統・機器と隔離す

ることにより，悪影響を及ぼさない設計とする。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，原子炉格納

容器が負圧とならない設計とする。耐圧強化ベント系の使用に際しては,

代替格納容器スプレイ冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレイは

停止する運用としており，原子炉格納容器が負圧とならない。仮に，原

子炉格納容器内にスプレイをする場合においても，原子炉格納容器内圧

力が規定の圧力まで減圧した場合には，原子炉格納容器内へのスプレイ

を停止する運用とする。 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁は電動弁とし，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電による操作

が可能な設計とする。 

このうち，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），耐圧強化ベン



 

8－1－89 

 

ト系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁については，操作ハン

ドルを用いた人力による操作が可能な設計とし，隔離弁の操作における

駆動源の多様性を有する設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接続し，いず

れからも排気できる設計とする。サプレッション・チェンバ側からの排

気ではサプレッション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウ

ェル側からの排気では，ペデスタル（ドライウェル部）の床面からの高

さを確保するとともに燃料有効長頂部よりも高い位置に接続箇所を設け

ることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放出量に

対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととする。 



 

なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

8－2－1 

添付書類八 2 章を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－2－3 上 1～

下 1 

（記載の変更） 別紙 8－2－1 に変更す

る。 

** 8－2－5  （記載の変更） 別紙 8－2－2 に変更す

る。 

 



8－2－2 

別紙8－2－1 

2.2.9 

2.2.10 



8－2－3 

別紙 8－2－2

第 2.1－13 図 発電所一般配置図（特定重大事故等対処施設を含む。） 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－5－1 

添付書類八 5 章を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－5－4 上 8 …から第 5.10－2 図に示

す。 

…から第 5.10－3 図に示

す。 

** 8－5－4 上 8 と 

上 9 の間 

（記載の追加） なお，耐圧強化ベント

系は，

の設置をもって廃止す

る。 

** 8－5－4 下 4 …格納容器圧力逃がし

装置 及び緊急用海水

系を設ける。 

…格納容器圧力逃がし装

置，耐圧強化ベント系及

び緊急用海水系を設け

る。 

** 8－5－4 下 4 と 

下 3 の間 

（記載の追加） なお，耐圧強化ベント

系は，

の設置をもって廃止す

る。 

** 8－5－5 上 6～ 

上 7 

…で構成し，原子炉格

納容器内雰囲気ガスを

不活性ガス系等を経由

して，フィルタ装置へ

導き，… 

…で構成し，サプレッシ

ョン・チェンバ側から不

活性ガス系及び格納容器

圧力逃がし装置配管を経

由又はドライウェル側か

ら格納容器圧力逃がし装



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

8－5－2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   置配管を経由して，原子

炉格納容器内雰囲気ガス

をフィルタ装置へ導き，

… 

** 8－5－5 下 12 と 

下 11 の間

（記載の追加） 別紙 8－5－1 を追加す

る。 

** 8－5－7 上 4 格納容器圧力逃がし

装置 は，残留熱除去

系… 

 格納容器圧力逃がし装

置及び耐圧強化ベント系

は，残留熱除去系… 

** 8－5－7 上 12 …は遠隔人力操作機構

若しくは操作ハンドル

を用いた… 

…は遠隔人力操作機構 

 を用いた… 

** 8－5－7 下 10 と 

下 9 の間 

（記載の追加） 別紙 8－5－2 を追加す

る。 

** 8－5－7 下 8 … に 設 置  す る こ と

で，… 

…に設置し，耐圧強化ベ

ント系は，原子炉建屋原

子炉棟内の残留熱除去系

ポンプ，熱交換器及び屋

外の残留熱除去系海水系

と異なる区画に設置する

ことで，… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

8－5－3 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－5－7 下 6 格納容器圧力逃がし

装置 は，除熱手段の

… 

格納容器圧力逃がし装

置及び耐圧強化ベント系

は，除熱手段の… 

** 8－5－8 上 1～ 

上 2 

…格納容器圧力逃がし

装置 に対して，… 

…格納容器圧力逃がし装

置及び耐圧強化ベント系

に対して，… 

** 8－5－8 上 5 …格納容器圧力逃がし

装置 と共通要因によ

って… 

…格納容器圧力逃がし装

置及び耐圧強化ベント系

と共通要因によって… 

** 8－5－8 下 11 と 

下 10 の間

（記載の追加）  耐圧強化ベント系は，

通常時は弁により他の系

統・機器と隔離し，重大

事故等時に弁操作等によ

り重大事故等対処設備と

しての系統構成とするこ

とで，他の系統・機器に

悪影響を及ぼさない設計

とする。 

** 8－5－8 下 4 と 

下 3 の間 

（記載の追加） 耐圧強化ベント系は，

原子炉停止後約 28 時間

後において原子炉格納容



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－5－4 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

器内で発生する蒸気を排

気し，その熱量分を除熱

できる十分な排出流量を

有する設計とする。

** 8－5－9 上 10 と 

上 11 の間

（記載の追加） 別紙 8－5－3 を追加す

る。 

** 8－5－9 下 5 と 

下 4 の間 

（記載の追加） 別紙 8－5－4 を追加す

る。 

** 8－5－10 上 4 と 

下 3 の間 

（記載の追加） 耐圧強化ベント系は，

発電用原子炉の停止中に

弁の開閉動作及び漏えい

の確認が可能な設計とす

る。 

** 8－5－10 下 1 の後 （記載の追加） なお，耐圧強化ベント

系は，

の設置をもって廃止す

る。 

** 8－5－11 下 7 と 

下 6 の間 

（記載の追加） (2) 耐圧強化ベント系

耐圧強化ベント系

は，

の設置をもって



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

8－5－5 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   廃止する。 

系統数    1 

系統設計流量 

約 48,000kg／h 

** 8－5－11 下 6 (2) 緊急用海水系 (3) 緊急用海水系 

** 8－5－12 下 2 (3) 残留熱除去系熱交

換器 

(4) 残留熱除去系熱交

換器 

** 8－5－13  （記載の変更） 別紙 8－5－5 に変更す

る。 

** 8－5－13

と 

** 8－5－14

の間 

 （記載の追加） 

 

 

別紙 8－5－6 を追加す

る。 

** 8－5－14  （記載の変更） 別紙 8－5－7 に変更す

る。 

 



8－5－6 

別紙8－5－1 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の故障等により 終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るための重大事故等対処設備として，耐圧強化ベント系を使用する。 

耐圧強化ベント系は，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，格納容

器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，主排気筒に隣接する非常

用ガス処理系排気筒を通して原子炉建屋外に放出することで，原子炉格

納容器内に蓄積した熱を 終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる

設計とする。 

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使用する場合の耐

圧強化ベント系は，炉心損傷前に使用するため，排気中に含まれる放射

性物質及び可燃性ガスは微量である。 

耐圧強化ベント系は，使用する際に弁により他の系統・機器と隔離す

ることにより，悪影響を及ぼさない設計とする。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，原子炉格納

容器が負圧とならない設計とする。耐圧強化ベント系の使用に際しては，

代替格納容器スプレイ冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレイは

停止する運用としており，原子炉格納容器が負圧とならない。仮に，原

子炉格納容器内にスプレイをする場合においても，原子炉格納容器内圧

力が規定の圧力まで減圧した場合には，原子炉格納容器内へのスプレイ

を停止する運用とする。 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁は電動弁とし，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による操

作が可能な設計とする。 



8－5－7 

このうち，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），耐圧強化ベン

ト系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁については，操作ハン

ドルを用いた人力による操作が可能な設計とし，隔離弁の操作における

駆動源の多様性を有する設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接続し，いず

れからも排気できる設計とする。サプレッション・チェンバ側からの排

気ではサプレッション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウ

ェル側からの排気では，ペデスタル（ドライウェル部）の床面からの高

さを確保するとともに燃料有効長頂部よりも高い位置に接続箇所を設け

ることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放出量に

対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系及び非常用ガ

ス処理系の配管及び弁並びに非常用ガス処理系排気筒を重大事故等対処

設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプレッション・

チェンバ含む）を重大事故等対処設備として使用する。 

 

  



8－5－8 

別紙 8－5－2 

耐圧強化ベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流

電源設備若しくは可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作を可能と

すること又は操作ハンドルを用いた人力による操作を可能とすることで，非常

用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系（原子炉停止時冷却

系，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プール冷却系）及び残留熱

除去系海水系に対して，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8－5－9 

別紙 8－5－3 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した

設計とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁は，想定される重大事故等

時において，第一弁（Ｓ／Ｃ側）及び第一弁（Ｄ／Ｗ側）の操作は原子炉建屋

原子炉棟内にて，耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離

弁の操作は原子炉建屋原子炉棟外にて，操作ハンドルにより人力で容易かつ確

実に手動操作が可能な設計とする。 

また，排出経路に設置される電動の隔離弁については，中央制御室から操作

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8－5－10 

別紙 8－5－4 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成

から弁操作等により速やかに系統構成できる設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用する際の排出経路に設置される隔離弁のうち，第一

弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧

強化ベント系二次隔離弁については，操作ハンドルを設けることで，設置場所

にて容易かつ確実に人力による操作が可能な設計とする。また，排出経路に設

置される電動の隔離弁については，中央制御室の操作スイッチにより操作が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8－5－11 

別紙 8－5－5 



8－5－12 

別紙 8－5－6 

 

  



8－5－13 

別紙 8－5－7 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－6－1 

添付書類八 6 章を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－6－6 上 10 と 

上 11 の間

（記載の追加） 重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメー

タのうち以下のパラメー

タを計測する設備は，屋

外に設置し，想定される

重大事故等時における環

境条件を考慮した設計と

する。 

なお，耐圧強化ベント

系放射線モニタは，

の設置を

もって廃止する。 

・耐圧強化ベント系放射

線モニタ 

** 8－6－8 下 11 と 

下 10 の間

（記載の追加） なお，耐圧強化ベント

系放射線モニタは，

の設置を

もって廃止する。 

** 8－6－9 下 8 と 

下 7 の間 

（記載の追加） ・耐圧強化ベント系放射

線モニタ 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

8－6－2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－6－21

～ 

** 8－6－26

上 2～ 

上 3 

（記載の変更） 別紙 8－6－1 に変更す

る。 

** 8－6－28  （記載の変更） 別紙 8－6－2 に変更す

る。 

** 8－6－30

～ 

** 8－6－32

 （記載の変更） 別紙 8－6－3 に変更す

る。 

** 8－6－34  （記載の変更） 別紙 8－6－4 に変更す

る。 

 



8－6－3 

別紙8－6－1 

(40) 耐圧強化ベント系放射線モニタ

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載

する。なお，耐圧強化ベント系放射線モニタは， の設

置をもって廃止する。 

(41) 代替循環冷却系ポンプ入口温度

個   数   2 

計 測 範 囲   0～100℃ 

(42) 残留熱除去系熱交換器入口温度

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装

個   数   2 

計 測 範 囲   0～300℃ 

(43) 残留熱除去系熱交換器出口温度

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装

個   数  2 

計 測 範 囲   0～300℃ 

(44) 残留熱除去系海水系系統流量

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装



 

8－6－4 

個   数        2 

計 測 範 囲        0～550L／s 

 

(45) 緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

個   数        1 

計 測 範 囲        0～800m３／h 

 

(46) 緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

個   数        1 

計 測 範 囲        0～50m３／h 

 

(47) 代替淡水貯槽水位 

個   数        1 

計 測 範 囲        0～20m 

 

(48) 西側淡水貯水設備水位 

個   数        1 

計 測 範 囲        0～6.5m 

 

(49) 常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

個   数        1 

計 測 範 囲        0～10MPa［gage］ 

 

(50) 常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

個   数        2 



 

8－6－5 

計 測 範 囲        0～5MPa［gage］ 

 

(51) 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

個   数        2 

計 測 範 囲        0～5MPa［gage］ 

 

(52) 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個   数        1 

計 測 範 囲        0～10MPa［gage］ 

 

(53) 高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個   数        1 

計 測 範 囲        0～10MPa［gage］ 

 

(54) 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個   数        3 

計 測 範 囲        0～4MPa［gage］ 

 

(55) 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 



 

8－6－6 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個   数        1 

計 測 範 囲        0～4MPa［gage］ 

 

(56) 原子炉建屋水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

原子炉建屋原子炉棟 6 階 

個   数       2 

計 測 範 囲       0～10vol％ 

原子炉建屋原子炉棟 2 階，地下 1 階 

個   数       3 

計 測 範 囲       0～20vol％ 

 

(57) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

個   数        4 

計 測 範 囲        0～300℃ 

 

(58) 格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

個   数        2 



 

8－6－7 

計 測 範 囲        0～25vol％ 

 

(59) 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

 

(60) 使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

 

(61) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載

する。 

 

(62) 使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置

を含む） 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

 

(63) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第 10.12－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要機器

仕様に記載する。 

 

(64) 可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位及び流量（注水量）計測用） 



 

8－6－8 

個   数        20（予備 20） 

 

(65) 可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，水位及び

流量（注水量）計測用） 

個   数        19（予備 19） 

 

 

  







  
 

 
 

 

8－6－11 

 
 



 

8－6－12 
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8－6－13 

別紙 8－6－4 
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なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

8－8－1 

添付書類八 8 章を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－8－2 下 5 格納容器圧力逃がし

装置 の排出経路にお

ける… 

格納容器圧力逃がし装

置及び耐圧強化ベント系

の排出経路における… 

** 8－8－2 下 4 と 

下 3 の間 

（記載の追加） なお，耐圧強化ベント

系放射線モニタは

の設置をも

って廃止する。 

** 8－8－7 下 5 …に記載する。 …に記載する。重大事故

等時の耐圧強化ベント系

の放射線量率を測定する

ための耐圧強化ベント系

放射線モニタについて

は，「6.4 計装設備（重

大事故等対処設備）」に

記載する。 

** 8－8－7 下 5 と 

下 4 の間 

（記載の追加） なお，耐圧強化ベント

系放射線モニタは

の設置をも

って廃止する。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

8－8－2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－8－10 下 8 と 

下 7 の間 

（記載の追加） 別紙 8－8－1 を追加す

る。 

 



8－8－3 

別紙8－8－1 

ｄ．耐圧強化ベント系放射線モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。なお，耐圧強化ベント系放射線モニタは

の設置をもって廃止する。 

・計装設備（重大事故等対処設備）

個  数    2 

計測範囲    10－２mSv／h～10５mSv／h 
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